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10 月 14 日に、第 1 回の憲法調査会（通

算 61 回目）が開かれました。 

 

公聴会を開催することに 

決定しました。 

公聴会開会承認要求に関する件について議決を

行い、同日、議長より公聴会開会について承認さ

れました。  
 

衆議院憲法調査会公聴会の 
開催について  

 
１．開 催 の 趣 旨 

 日本国憲法に関する調査のため、広く国民の各

層から日本国憲法に関する件について意見を聴取

する公聴会を 11 月に開催する。  
 
２．開 催 要 領 

・日   時：平成１６年１１月１１日（木）、

１８日（木）及び２５日（木）午

前９時より  

・場   所： 衆議院内  

・公 述 人： １８名（予定）  
なお、公述人は幹事会で推薦された者（12 名）

の外、全国より一般公募（6 名）を行い、意見の

概要、年齢、性別、職業等を勘案の上、幹事会に

おいて選定します。  
※11 月 11 日及び 18 日は幹事会推薦の公述人を、

11 月 25 日は一般公募の公述人を選定する予定で

す。  
 
３．申 し 出 の 方 法 

意見を述べようとする方は、日本国憲法に関す

る件についての意見の概要（当日開陳する意見の

要旨を８００字以内、例えば、「前文」「天皇」「戦

争の放棄」「国民の権利及び義務」「国会」「内閣」

「司法」「財政」「地方自治」「改正」「最高法規」

の全部又は一部について）、住所、氏名（ふりがな）、

年齢、性別、職業、電話番号及び「公述希望」の

旨を記載し、封書又は電子メールで下記の宛先へ

申し出願います。  
申し出た方の中から幹事会で選定の上、通知い

たします。なお、出席者には旅費・日当を支給い

たします。  
※公述人に選定された方については、その「意見

の概要」を公開することがあります。  
 
 【締   切】 H16.11.4（木）正午（必着） 
 【宛   先】 
 ・〒100－8960  東京都千代田区永田町 1－7－1 
          衆議院憲法調査会事務局気付 
           憲法調査会会長宛 

E-mail  kenpou@shugiinjk.go.jp 

［問合せ先］ 衆議院憲法調査会事務局 
０３（３５８１）５５６３（直通） 

        ０３（３５８１）５１１１（代表） 
内線２７０４又は２７０５ 

 

 

委  員  及  び  幹  事  の  異  動   

○委員の異動  
10 月 14 日までに、議長において、以下のとお

り憲法調査会委員の辞任を許可し、その補欠を指

名しました。  
辞  任        補  欠  

棚橋 泰文君（自民）  渡辺 博道君（自民） 
（9 月 27 日）  
岩永 峯一君（自民）  左藤  章君（自民） 
（9 月 29 日）  
倉田 雅年君（自民）  竹下  亘君（自民） 
下村 博文君（自民）  坂本 剛二君（自民） 
森岡 正宏君（自民）  小坂 憲次君（自民） 
（以上、9 月 30 日）  
小坂 憲次君（自民）  佐田玄一郎君（自民） 
左藤  章君（自民）  梨 康弘君（自民） 
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竹下  亘君（自民）  三原 朝彦君（自民） 
綿貫 民輔君（自民）  萩野 浩基君（自民） 
伊藤 忠治君（民主）  中川 正春君（民主） 
楠田 大蔵君（民主）  青木  愛君（民主） 
玄葉光一郎君（民主）  稲見 哲男君（民主） 
小林 憲司君（民主）  中根 康浩君（民主） 
武正 公一君（民主）  長島 昭久君（民主） 
増子 輝彦君（民主）  和田 志君（民主） 
村越 祐民君（民主）  渡部 恒三君（民主） 
斉藤 鉄夫君（公明）  佐藤 茂樹君（公明） 
（以上、10 月 8 日）  
萩野 浩基君（自民）  加藤 勝信君（自民） 
（10 月 12 日）  

○幹事の異動 
10 月 14 日の憲法調査会において、以下のとお

り幹事の辞任を許可し、その補欠を選任しました。 
辞任         補欠  
 鈴木 克昌君（民主） 中川 正春君（民主）  
 

 

EU 憲法及びスウェーデン・フィンランド

憲法調査議員団派遣報告  

中山団長から、「EU 憲法及びスウェーデン・

フィンランド憲法調査議員団」による調査の概要

についての報告がありました。次いで、調査に参

加した委員から発言がなされた後、委員から自由

な発言がなされました。  
「EU 憲法及びスウェーデン・フィンランド憲

法調査議員団」による調査の概要は以下のとおり

です。  
Ⅰ 派遣議員団の構成  
 団 長 中山 太郎君（自民）  
     田  元君（自民）  
     仙谷 由人君（民主）  
     枝野 幸男君（民主）  
     保岡 興治君（自民）  
     中谷  元君（自民）  
     近藤 基彦君（自民）  
Ⅱ 期   間  
  H16.9.5（日）～9.17（金） （13 日間）  
Ⅲ 派  遣  目  的  

 EU 憲法及びスウェーデン・フィンランド憲法 
に関する実情調査 

 
Ⅳ 調  査  日  程  

日付    訪 問 先 等 

9.5 成田発、ストックホルム着 

9.6 《スウェーデン》 

・ＳＩＰＲＩ（ストックホルム国際平和研

究所）訪問 

ベイルズ所長ほか 3 名 

・ヴァイデリッヒ国会 EU 諮問委員会委員長

・ヴェステルベリ国会第一副議長 

ペンレヴ元国会オンブズマン（現、副国

会オンブズマン） 

9.7 ・元保健・社会保障大臣らとの懇談 

ケンベリ元保健・社会保障大臣  

ヴァルストローム議員 

・ボードストローム法務大臣との懇談 

9.8 ヘルシンキへ移動 

《フィンランド》 

・国会行政委員会委員長らとの懇談 

ヴァイスト国会行政委員会委員長 

ポフヨ副委員長 

ハウタラ委員 

9.9 ・国会雇用･男女平等委員会委員長らとの

ワーキングランチ  

グスタフソン国会雇用･男女平等委員会

委員長 

ホルムルンド副委員長 

ティーリカイネン委員 

ムスタヤルヴィ委員 

・国会憲法委員会委員との懇談 

サトネン委員  

ルンドゥグレン委員 

ムスタヤルヴィ委員 

・キルユネン コンベンション･フィンラン

ド国会代表 

9.10 ブリュッセルへ移動 

《EU》 

・ピーリス EU 理事会法律顧問 

・デハーネ コンベンション副議長 

・バレンズエラ欧州委員会対外関係総局次

長 

9.11 視察日 

9.12 視察日 

9.13 ・ファン・ヌッフェル「欧州の将来」タス

クフォース課長 

ストラスブールへ移動 

9.14 ・ヴィルトハーバー欧州人権裁判所長官 

・ヴィトリーノ欧州委員会委員（司法・内

務問題担当） 

・ディアマンドロス欧州オンブズマン 

9.15 ・ヤルツェンボウスキー欧州議会対日交流

議員団副団長（現、団長） 

・メンデス コンベンション欧州議会代表

団団長 

・ヘンシュ コンベンション欧州議会代表

団副団長 

・ライネン欧州議会憲法問題委員会委員長

9.16 ・ダフ コンベンション欧州議会代表団副

団長 

・ブローク欧州議会外交委員会委員長 

フランクフルト発 

9.17 成田着 
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Ⅴ 調査の概要（中山会長による口頭報告から）  
１ スウェーデンにおける調査の概要  
（１）ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）に

おけるベイルズ所長らとの懇談の概要  
・1966 年にスウェーデン政府が世界平和のために

設立した独立の研究機関である SIPRI の組織及

び活動の概要について説明を受けた。  
・中谷議員からはテロや少数民族に対する国家の態

度について、田議員からは EU へのトルコの加

盟問題とイスラム世界に対する理解について、保

岡議員からは日本国憲法 9 条について国際安全保

障と平和構築の観点からどのように考えるかに

ついて、問題提起がなされ、これに対する説明が

なされた。  
（２）ヴァイデリッヒ EU 諮問委員長との懇談の概要 
・1990 年前後のワルシャワ条約機構の崩壊とベル

リンの壁の崩壊による安全保障の状況の変化が、

中立政策を堅持してきたスウェーデンの EU 加盟

の理由であるが、国民は、スウェーデン国会の権

限があまりに急速に EU に移譲されることに懸念

を持っている。  
・EU 憲法条約については、従来のさまざまな EU・

EC 条約を整理したものである等の理由から、国

民投票に付することなく、国会の議決のみで批准

する予定である。  
（３）ヴェステルベリ国会第一副議長及びペンレヴ

元国会オンブズマンとの懇談の概要  
・ヴェステルベリ国会第一副議長から、(a)民主主義

を徹底し、民意の変化がすぐに議会の構成に反映

するような制度にするため、1971 年に二院制か

ら一院制に移行したこと、(b)一院制にしたことで

議案審査の時間が特に短縮したということはな

いが、二院制下での多数派形成の複雑さがなく

なったことから議案の議決は容易になったこと

等について、説明がなされた。  
・ペンレヴ元国会オンブズマンから、国会オンブズ

マンの権限と機能等について、(a)行政に対する監

視は、国会オンブズマンと国会の憲法委員会が担

当しているが、憲法委員会はもっぱら内閣や大臣

に対する監視を行うのに対し、国会オンブズマン

は地方自治体を含むあらゆる行政機関等の職員

への監視を行うこと、(b)4 人の国会オンブズマン

は、分担を決めつつそれぞれに独立して職務を執

行し、一般国民からの不服申立てを契機とした調

査のほか、自ら地方に出向いて、地方自治体の職

務の適正さの監査も行うこと、(c)監視の結果、不

当な業務執行を発見したときは、是正勧告をする

ほか、検察官と同様の起訴権限も認められている

ことについて、説明がなされた。  
（４）ケンベリ元保健・社会保障大臣及びヴァルス

トローム議員との懇談の概要  
・年金制度を中心とするスウェーデンの社会保障制度

の具体的な仕組み及び移民に対する教育や犯罪率

などを含めた移民政策について説明を受けた。  
・中山団長が平均寿命や出生率の変遷、国民負担率

の問題などに関する具体的なデータを掲げなが

ら、我が国の社会保障を取り巻く諸問題について

説明を行い、両国に共通する諸問題について意見

交換を行った。  
（５）ボードストローム法務大臣との懇談の概要  
・スウェーデンの憲法に当たる四つの基本法を所管

するボードストローム法務大臣と、女性の王位継

承問題やインターネット犯罪等について意見交

換を行った。  
・現国王の第一子が女子であったという事情や両性

の平等等の観点から、1979 年に王位継承法が改

正され、欧州の王制諸国で初めて男性・女性を問

わず第一子優先の王位継承が定められている。  
２ フィンランドにおける調査の概要  
（１）ヴァイスト国会行政委員長及びポフヨ副委員

長らとの懇談の概要  
・2000 年に全面改定された憲法における、 (a)公共

機関の有する情報に対するアクセス権、(b)青少年

の健全育成のために必要な映像番組の規制に関

する規定について説明を聴取した。  
・情報公開の基本的な制度の概要、凶悪犯罪等の捜

査のための通信傍受など、フィンランドにおける

情報公開・個人情報の保護に関連する諸問題につ

いて意見交換を行った。  
（２）グスタフソン国会雇用・男女平等委員会委員

長らとの懇談の概要  
・少子高齢化の問題及び男女共同参画社会の実情に

ついての説明を聴取し、意見交換を行った。  
・フィンランドが学力の国際比較において優秀であ

ることの背景には、教育については、あらゆる事

項に優先して努力していくという、与野党を超え

た国民的コンセンサスがある。  
（３）サトネン国会憲法委員会委員らとの懇談の概要 
・憲法委員会は、法律が憲法に適合するかどうかを

議会内で審査する機関であると同時に、行政府の

行為に対する監視、また、同じく行政監視機関で

あ る 司 法 長 官 や 議 会 オ ン ブ ズ マ ン に 対 す る

チェックも行っている。  
・司法長官は閣議にも出席して内閣の内部から行政

執行の合法性等を独立して監視監督する機関で

あるのに対して、議会オンブズマンは議会の側か

ら行政執行の合法性や人権の遵守状況を監視す
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る機関である。両者の権限は重なり合うところも

あるが、長い歴史の中でうまく機能している。  
（４）EU 憲法条約草案を作成したコンベンション

のフィンランド国会代表であるキルユネン議員

との懇談の概要  
・フィンランドは、東の大国であるロシアの存在等

を念頭に、EU を経済的な機関であると同時に安

全保障の機関としても重視しており、今回の旧東

欧への EU 拡大の意義は大きい。  
・EU 憲法条約の意義について、その政策決定過程

の透明化・強化によって EU の民主化が進むもの

と積極的に評価した上で、米国のような「連邦国

家」を目指そうとするものではないとの説明がな

された。  
３ ブリュッセル及びストラスブールにおける EU

憲法条約等に関する調査の概要  
（１）調査日程  
 「EU 憲法条約の憲法的・政治的意味」というテー

マに絞り、以下の関係者からヒアリングを行った。 
(a)コンベンション関係：デハーネ副議長（元ベル

ギー首相）  
(b)EU 理事会関係：ピーリス法律顧問  
(c)欧州委員会関係：ヴィトリーノ欧州委員会委員

（司法内務担当）、バレンズエラ対外関係総局次

長、ファン・ヌッフェル「欧州の将来」タスク

フォース課長  
(d)欧州議会関係：コンベンションに欧州議会代表団

として参加したメンデス団長及びヘンシュ、ダフ

の両副団長、欧州議会のライネン憲法問題委員会

委員長、ブローク外交委員会委員長、ヤルツェン

ボウスキー対日交流議員団団長  
(e)欧州オンブズマン：ディアマンドロス氏  
(f)欧州人権裁判所（EU とは別個の機関）：ヴィルト

ハーバー長官  
（２）EU 憲法条約の内容的特徴とその制定の理由  
・EU 憲法条約は、主権国家によって締結される国

際条約であるが、その内容は、(a)EU の専管的領

域とされる分野等においては EU の特定多数決に

よる決定が各国政府の政策を拘束し、(b)一国の憲

法の人権宣言に当たる「基本権憲章」が盛り込ま

れ、法的拘束力を持つなど、通常の国際条約とは

異なる特徴を有する。  
・EU 統合の将来像が、連邦制国家か、主権国家の連

合体かという点に関して、多くの関係者が EU は国

家ではないと述べたが、EU 内部には、できるだけ

早く連邦制的枠組みをつくるべきであるとする

フェデラリストと、政府間の関係の枠内で連携を密

接にしていくべきであるとするインター・ガバメン

タリストの二つの思想がある。EU 憲法条約を積極

的に推進してきたのは、前者である。 
・EU 憲法条約によって、EU は独立した法人格を

有することとなり、また、常設の「EU 大統領」

と「EU 外相」を持つこととなる。  
・いまＥＵ憲法条約を制定する理由は、EU 拡大に

伴って今後生ずるであろう EU内の政策決定過程の

困難性を事前に回避するためのほか､憲法を欧州市

民にとって分かりやすいものとするためである｡ 
（３）EU 憲法条約作成の手続的特徴  
・デハーネ  コンベンション副議長から、コンベン

ションのメンバーが各国の政府代表だけではな

く、各国の議会、欧州議会及び欧州委員会の代表

からなるほか、オブザーバーとして、NPO や NGO
も参加したことにより、この新しいコンベンショ

ンが欧州全体の健全な基盤に基づくものとなり、

その結果、様々な課題に直面して活動することが

可能となったとの説明がなされた。  
（４）EU 憲法条約の批准に向けての課題  
・各国の EU 憲法条約の批准手続において、国民投票

に付する国が英国、フランスを含め多数あるが、国

民投票となると、EU 憲法条約の是非だけではなく、

その時々の内政的な問題も含めて、国民はその国の

政府に対する賛成・反対を表明することになるた

め、結果については予断を許さない。 
・ヤルツェンボウスキー議員からは、国民投票では、

EU 憲法条約の特徴やその目標を、政府が国民に

分かりやすく説明する努力が重要であるとの説

明がなされた。  
（５）欧州オンブズマンと欧州人権裁判所における

懇談の概要  
・ディアマンドロス欧州オンブズマンからは、オン

ブズマン制度について、(a)国民の遵法精神と独立

した強力な司法制度の下、それを補完するものと

して設置されること、(b)多様化する紛争や不服申

立てに対して、解決策を多様化し、市民の選択権

を広げるものであること、(c)その職務の独立性は

名目上も実質上も不可欠であること、(d)憲法への

明文化が望ましいことについて説明がなされた。 
・ヴィルトハーバー長官から、各国の裁判所と欧州人

権裁判所との関係、欧州人権裁判所の下した判決の

実効性及び EU司法裁判所と欧州人権裁判所との関

係等について説明を聴取し、意見交換を行った。 
４ まとめ  
・訪問国等においては、いずれも、「憲法のありよう」

が「国のありよう」に直結して国民的な論議がなさ

れており、そのような広範な議論は、EU において

は国を超えた「欧州市民」の立場、全欧州的な立場

からなされていることを改めて認識した。 
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◎調査に参加した委員からの発言の概要（発言順） 
仙 谷 由 人君（民主） 
・EU は、既に緊急展開部隊を発足させ、EU 憲法

条約に軍備の強化を規定しているが、関係者は異

口同音に、EU は軍事大国ではなく平和大国を志

向し、国連憲章に従うことを前提とすると述べて

おり、大規模な紛争は NATO が処理し、緊急展開

部隊は地域的な平和構築を担うこととされてい

る。第二次世界大戦の戦勝国と敗戦国が共同の部

隊を編成・展開しており、歴史的な和解を果たし

ていることに感動を覚えた。  
・EU 憲法条約の目的・機能について、多くの EU 関

係者は、法の支配の重要性を踏まえたものであると

述べていた。行政機関が対応していない苦情処理や

職務裁量、入札・公共調達、一般市民からの情報公

開等に関する苦情処理を扱う欧州オンブズマンが

設置されており、我が国においても民主主義や人権

保障を担保する仕組みが必要であると考える。 
 田   元君（自民） 
・EU 憲法条約に盛り込まれた EU 大統領・EU 外

相の設置や共通外交・安保政策の強化などは、主

権の一部移譲、あるいは、部分的な連邦制への移

行とも評価でき、民主主義の新たな挑戦として注

視したい。また、スウェーデンやフィンランドは、

EU 憲法条約についての国民投票を行わない方向

であり、NATO には加盟せず適度な間合いをとる

一方、緊急展開部隊には参加するという独特の立

場をとっている。  
・相対的に経済水準の低い国も含む EU の更なる拡

大については、EU そのものが変質することを懸

念する声もあったが、これをいかに克服するか注

視したい。トルコの加盟問題については、否定的

意見が多かったが、多様性・柔軟性を実現するた

めに、加盟基準を下げてでも加盟を認めるべきで

はないかと考えている。  
枝 野 幸 男君（民主） 
・国家主権の EU への移譲や EU 憲法条約の批准と

いう画期的な出来事に対し、EU は肩に力が入っ

ておらず、歴史の流れに確信を持っているとの印

象を受けた。その背景として、テロ等への対処は

一国では困難であるとの認識や米国の一国主義

へのフラストレーションが統合前進のエネル

ギーとなっていると感じた。  
・我が国だけではテロに立ち向かうことができないこ

とや、米国や中国の存在を考慮すると、我が国は、

米ロに挟まれている EU諸国と類似の状況下にあり、

EU 諸国を参考にして、アジア諸国との連携を重視し

ながら、国の将来のビジョンを描くべきである。 
・スウェーデンでは、オンブズマンは国会において全

会一致で選任されることから権威が高い。また、

フィンランドでは、国会に設置された憲法委員会が

法律の合憲性について審査するが、そこでは、論理

的であることが重視されている。国会の権威を背景

に権限を行使するオンブズマンの導入や、内閣法制

局とは異なる観点から憲法にコミットする憲法委

員会の導入を、多数決原理や二大政党の対決とは違

う視点から検討することが、法の支配の観点から重

要である。 
保 岡 興 治君（自民） 
・欧州から見た我が国の安全保障政策に対する SIPRI

のベイルズ所長の意見が強く印象に残った。同所長

は、我が国の平和主義を基本とする抑制的な安全保

障政策や最近の平和維持活動を高く評価していた。

将来このような平和主義を充実発展させる方向で憲

法改正を考えるべきであると感じた。 
・米国が他国の領土を守ることよりも機動的な軍事

展開を重視するようになったことから、我が国も

欧州と同様に米国に頼ることはできなくなり、安

全保障政策を再構築しなければならなくなった

という同所長の意見には同感である。我が国は、

地域の安全保障システムを作るために、防衛体制

の整備を図るべきである。さらに、アジアや世界

の平和構築のための実力行使について、大いに議

論すべきである。  
 
◎委員からの自由発言の概要（発言順） 

柴 山 昌 彦君（自民） 
・オンブズマンは、欧州では機能しているようだが、

我が国で憲法上明文化するためには、相当な議論

が必要である。北欧では、高福祉・高負担の福祉

国家の行政に対する統制を強めることが要請さ

れている。また、オンブズマンが全会一致で選ば

れるという基盤もあり、選ばれる人の意識も高

い。これに対して、我が国では、その質の確保に

疑念があり、既存の制度との関係にも難しい問題

がある。また、憲法に明記することが、私的オン

ブズマンへの規制となるおそれもある。  
・我が国が自国や世界の平和をリスクを負って維持し

ていくという共通認識を持つことは重要である。平
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和維持のための兵力の整備についてコンセンサス

を作ることが必要であるが、当面は、自衛権の明記、

平和的な分野での国際貢献など最大公約数的な改

正にとどめ、それ以上の国際貢献については、さら

に議論をしていくことが必要である。 
辻     惠君（民主） 
・米国の民主主義が浅さを露呈しているのに対し

て、欧州の民主主義は歴史と文化が根付いてお

り、憲法を論ずるに当たって、欧州の知恵を踏ま

える必要がある。  
・東アジア地域の安全保障も我が国の軍事力の強化だ

けで解決する問題ではなく、国民国家の枠組みを超

えて地域の安全保障を考えていく必要がある。 
・憲法問題を考える上では、立法・行政・司法に憲法

の理念を行き渡らせるという法の支配の貫徹が重

要である。行政権が肥大化している現状では、その

チェックが不可欠であり、そのためには、オンブズ

マンと司法権が機能することが重要である。 
・我が国の問題を考えるに当たっては、集団的自衛

権の行使についての判断など国際司法裁判所の

判断の積重ねや EU 憲法条約の理念に現れた国際

的基準を踏まえるべきである。  
山 口 富 男君（共産） 
・海外調査は、世界の動向を冷静に把握し、日本国

憲法の値打ちをとらえ直す絶好の機会である。  
・米国によるイラク戦争について、アナン国連事務総

長が国際法や国連憲章に反する違法な戦争だと述

べたが、こうした米国単独行動主義に対し、EU は、

国連を中心とする国際秩序を維持・強化することを

志向している。欧州だけでなくアジアやラテンアメ

リカにおいてもこうした傾向が見られ、テロも無法

な戦争も許さないという世界の平和秩序を求める

流れが 21 世紀の世界に広がっている。 
・国連憲章は、加盟国による戦争を禁止し、各国の自

主協同によって平和と安定を構築しようとするも

のである。日本国憲法は我が国においてこれを具体

化するものであり、戦力不保持、交戦権の否認を定

める 9 条 2 項は、世界の平和の流れの先端を行くも

のである。9 条の掲げる方向が、21 世紀の世界の平

和確立という点で新しい意義と力を持つ。 
田 中 紀子君（民主） 
・欧州が平和や国際秩序を構築するために大きな努

力をしてきたことについて、中山会長の報告から

よく理解できた。日本が北東アジアにおいて、平

和の維持、紛争予防、人間の安全保障を確保する

ため、何ができるのかということについて、EU
の経験は示唆に富む。  

・我が国でも国民投票を制度化すべきである。EU
加盟国による EU 憲法条約の批准に当たって、国

民投票を行う見通しがあるのは、25 カ国のうち

8、9 カ国ということであったが、国民投票の位

置付けや議会の役割に対する各国の考え方につ

いて、派遣議員の印象を伺いたい。  
＞中山太郎会長  
・国民投票は、国民の権利を重視することの現れで

ある。EU 憲法条約に対する態度など、国の在り

方に対して国民投票を行うということに、民主主

義の一つの原点がある。  
・国民投票についての調査を 10 月 28 日の憲法調査

会で行うことが幹事会で合意された。  
保 岡 興 治君（自民） 
・フィンランドには、議会内に法律の憲法適合性等

を審査する憲法委員会や国家の将来について考

える未来委員会があり、スウェーデンや欧州議会

にも憲法を論ずる類似の機関がある。EU 憲法条

約の制定時に欧州の将来像が議論され、その後に

条約の調整に入った経緯などを踏まえると、我が

国においても、憲法調査会が調査を終えた後、両

院に憲法を論ずる常設の機関を設置し、日本の将

来や国の在り方を議論すべきである。  
・現在、与党内で、憲法の改正手続のための国民投票

法案と当調査会の後継組織を設置するための国会法

の一部改正法案を議論しており、最終報告書の提出

までには具体化したいと考える。民主党にも常設の

憲法委員会が必要であるとの意見があったと受け止

めており、当調査会においても議論したい。 
＜田中委員の発言に関連して＞  
・海外調査において、EU 憲法条約の批准のための

国民投票に際して、「国民に条文そのものではな

く理念や趣旨を分かりやすく提示することが大

切である」との意見があった。これは、国民投票

法を制定するに際しての参考になる。  
 梨 康 弘君（自民） 
・EU は、統一的な文明の中で成立したものであり、

EU の多国間主義と米国の一国主義を対比するの

は、妥当ではない。  
・東アジア諸国では一国が一文明を有することを踏

まえると、EU の英知は参考にすべきだが、我が

国独自の文化や安全保障を疎かにしないことが

大切である。  
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枝 野 幸 男君（民主） 
＜保岡委員の発言に関連して＞  
・行政ではなく、議会に憲法の一次的な解釈権がある

フィンランドや EU の制度は参考にすべきである。

行政内部の一機関である内閣法制局の解釈が、金科

玉条のような扱いを受ける我が国の現状は歪んでい

る。常設の憲法委員会を設置するのであれば、主た

る目的は、憲法についての一次的な解釈権を内閣法

制局から国会に移すことに置くべきである。 
＜田中委員の発言に関連して＞  
・EU 憲法条約の批准の是非を問う国民投票を実施

するか否かの判断は、各国における法制度と EU
憲法条約の位置付けに関係している。  

・EU 憲法条約の批准の是非を問う国民投票が他の内

政問題の影響を受け、否決される危惧がある国もあ

ると聞いた。国民投票について、対象となる議題の

賛否と政権への信任の問題が混在しないような仕

組みをつくる必要があるとの印象を受けた。 
山 口 富 男君（共産）  
＜保岡委員の発言に関連して＞  
・保岡委員は、憲法委員会の設置とヨーロッパの動

向とを結びつけて意見を述べられたが、海外調査

の成果を直接的に日本に当てはめることには、抑

制的であるべきである。  
・海外調査の間に、自民党と民主党の委員で憲法委

員会を常設する方向で話があったということだ

が、海外調査の本来の目的とは異なる事項を憲法

調査会に持ち込むことは間違っている。  
・私どもは、憲法の原則を各分野にすみずみまで行き

渡らせるという立場をとっており、そのために国会

の各委員会が憲法の観点から法案審査や行政監視を

行うべきで、憲法委員会の設置は必要ない。また、

これは憲法改定に絡むものであり、院の構成の問題

でもあることから、本調査会とは別の場で議論すべ

きであり、最終報告書にも関係ない。 
土 井 たか子君（社民） 
＜保岡委員の発言に関連して＞  
・山口委員と同意見である。海外調査は有意義なもの

であったと思うが、本来海外調査は改憲のために行

うのではなく、憲法を活かすためのものである。 
・憲法委員会の常設については、設置の必要性が

はっきりせず、理解できない。内閣提出法律案は

行政府の憲法解釈を前提にしているが、唯一の立

法機関である国会こそが判断すべきである。憲法

に合致して物事が行われているかについて、条約

が憲法に合致するかも含めて、現在ある委員会の

中でしっかりと審議すべきである。こうしたこと

が実現できていない中で、憲法委員会の設置を提

案する趣旨について、お尋ねしたい。  
＞保岡興治君（自民）  
・戦後すぐに作られた憲法は、優れた原理を有し、

日本の発展や世界の平和にも貢献してきたが、そ

の解釈をすべて政府に委ねて 60 年間の変化を糊

塗してきたという我が国の在り方は疑問である。 
・憲法問題に特化して議論するためには、常設の憲

法委員会を置いてしかるべきである。  
・我々はもともと憲法を見直すという立場に立って

おり、その立場から視察し、意見を言うのは当然

のことと受け止めていただきたい。  
赤 松 正 雄君（公明） 
＜保岡委員の発言に関連して＞  
・公明党としては、常任委員会としての憲法委員会

の設置については、今の時点ではもっと慎重でな

ければならないと考えている。まず、憲法調査会

でのこれまでの議論の吟味が重要であり、もう少

し足取りをゆっくりしていただきたい。  
＜発言＞  
・テロについては、9・11 以前と以後では同一には

論じられないと考えるが、SIPRI のベイルズ所長

が力による解決より社会的状況等の改善を主張

されたのは、9・11 の前後を通じてのテロを想定

しているのか、その前後を区別しているのかにつ

いて、伺いたい。  
・EU が日本やアジアの参考になるかどうかについ

ては、日韓中ともいわば「中華思想」的傾向が強

いことから、容易にアジアという地域で結束でき

ないのではないかと悲観的に考えている。  
枝 野 幸 男君（民主） 
＜保岡委員の発言に関連して＞  
・憲法委員会の設置について述べたことはあくまで私

見であり､民主党として､この問題について公式の見

解を決定したり､他党と協議している状況ではない｡ 
・仮に憲法委員会を常任委員会として設置するとし

ても、先に憲法問題だけ議論して他の委員会に法

案をおろすという形式では意味がない。憲法適合

性の問題について、内閣法制局を始めとする行政

府を外して議員だけで議論するという委員会で

あれば、意味が出てくるのではないか。  
山 花 郁 夫君（民主） 
・本来、委員会において法律の合憲性を判断する際
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に内閣法制局に答弁させるのはおかしいのであ

り、国会が判断すべきである。  
・合憲性の判定の在り方、内閣法制局の在り方をテー

マとする調査会を持ってもよいのではないか。 
 田   元君（自民） 
＜赤松委員の発言に関連して＞  
・SIPRI のベイルズ所長の意見は、テロについて普

遍的に述べたものであり、9・11 テロの前後によ

る区別を意識していたわけではない。ただ、9・
11 以降のテロは国際化、先鋭化しており、国際テ

ロへの対応は一国だけではなく、各国間の協力が

必要であるという意見であった。  
渡 海 紀三朗君（自民） 
＜保岡委員の発言に関連して＞  
・国会に憲法問題について発議をする場がないこと

は、国民から憲法に関する意見を述べる機会を

奪っていることになる。また、同じ観点から、憲

法改正のための国民投票法の制定に抵抗がある

ことはおかしいと感じる。常設の憲法委員会を設

置することは立法府として当然である。  
 

 

意 見 窓 口 「憲 法 の ひ ろ ば｣ 

 平成 12 年 2 月より、憲法について広く国民の

声を聴くため、意見窓口｢憲法のひろば｣を設けて

おります。  
 
これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳 

・受  付  意  見  総  数：2415 件（10/15 現在） 
・媒  体  別  内  訳  

葉 書  1424 封 書  470 
ＦＡＸ  339 E-mail 182 

 
・分  野  別  内  訳   

前 文  215 天 皇  89 
戦 争 放 棄  1582 権利・義務  61 
国 会  38 内 閣  35 
司 法  14 財 政  13 
地 方 自 治  11 改 正 規 定  18 
最 高 法 規  9 そ の 他  1328 

 
※複数の分野にわたる意見もございますので､分

野別内訳の総数は､受付総数とは一致しません。 
 
 
 
 

 
 
【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】 

FAX 03－3581－5875 
E-mail kenpou@shugiinjk.go.jp 
郵 便 〒100-8960  千代田区永田町 1－7－1 
     衆議院憲法調査会「憲法のひろば」係  
 いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、

電話番号を明記して下さい。  
 
 
 

今 後 の 開 会 予 定 

 

日付  
開会  
時刻  

会 議 の 内 容 

午前  
9:00 

憲法調査会（議会オンブズマンそ

の他の行政に対するチェックの

仕組み） 
10.21 
（木） 

午後  
2:00 

憲法調査会（国際機関と憲法～

特に国連憲章を中心として～）

10.28 
（木） 

午前  
9:00 

憲法調査会（国民投票制度につ

いて） 

11.11 
（木） 

午前  
9:00 

憲法調査会公聴会 

11.18 
（木） 

午前  
9:00 

憲法調査会公聴会 

11.25 
（木） 

午前  
9:00 

憲法調査会公聴会 

※諸般の事情により変更される可能性があります。 
 
 
 
 

このニュースは、衆議院憲法調査会における議
論の概要等を、簡潔かつ迅速にお知らせするため
に、憲法調査会事務局の責任において要約・編集
し、原則として、開会の翌日に発行しているもの
です。  
 正確かつ詳細な議論の内容については、会議録
をご参照ください。  
《衆議院会議録議事情報》 
http://www.shugiin.go.jp/index.n
sf/html/index_kaigiroku.htm 
《国立国会図書館》 
http://kokkai.ndl.go.jp/ 
 
 
 
 


